
機密性○

２５年度、２６年度の
省エネ支援策について

平成２６年１月１６日

九州経済産業局

エネルギー対策課



１．電力需給バランスを意識した対策

２．業務・家庭部門の対策強化

３．無駄のない賢い使い方による省エネ

・住宅・建築物の省エネ性能向上
断熱材、窓に対するトップランナー規制の導入
新築住宅・建築物の省エネ基準適合義務化

・エネルギーマネジメントシステム（BEMS・HEMS
など）の活用

・省エネ法の規制において電気需要平準化対策を追加

 現在のエネルギー消費を取り巻く状況を踏まえると、特に重点を置くべき領域は以下の通りと考えられる。こ
れらを新たな省エネ技術で強力に下支えしつつ、規制と支援の両輪により、きめ細かく省エネルギーの取組
を促進。

省エネ政策の今後の重点領域

東日本大震災後、日本は電力需給の逼迫に直面。従来の省エネ（＝エネルギー効率の改善による化石燃料の有効利用の確
保）の強化に加え、電力需給バランスを意識した（＝ピーク対策など時間の概念を含んだ）エネルギー管理が求められている。

エネルギー消費量が、特に大きく増加している業務・家庭部門において、住宅・建築物や設備機器の省エネ性能の向上といっ
た対策が必要。

・機器の性能の向上
トップランナー制度の対象機器の拡大（ＬＥＤ等）

無理なく持続的な省エネを行うため、エネルギーを無駄なく、賢く使うといった運用面の省エネが重要。

・ISO 50001の活用
・スマートコミュニティの発展（ディマンドリスポンスなど）
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■需要家側における対策
（１）需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄電
池やエネルギー管理システム（ＢＥＭＳ・ＨＥＭ
Ｓ）、自家発電の活用等により、我が国全体の
電気の需要の平準化に資する取組を行った場
合に、これを評価できる体系にする。

（２）具体的には、夏・冬の昼間時間帯等の電気
の需要が比較的大きい時間帯に工夫して、系
統電力の使用を減らす取組（節電）をした場合
に、省エネ法の努力目標（原単位の改善率年
平均１％）を達成しやすくなるよう、原単位の算
出方法を見直す。

（３）また、事業者が電気需要平準化対策として、
取り組むべき措置についての指針を定める。

■建築材料等に係るトップランナー制度

（１）これまでのトップランナー制度は、エネル
ギーを消費する機械器具が対象。今般、自ら
エネルギーを消費しなくても、住宅・ビルや他
の機器等のエネルギーの消費効率の向上に
資する製品を新たにトップランナー制度の対
象に追加する。

（２）具体的には、建築材料等（窓、断熱材等）を
想定。企業の技術革新を促し、住宅・建築物
の断熱性能の底上げを図る。

（現行の対象機器）乗用自動車、エアコン、テレビ、照明、
冷蔵庫、 ヒートポンプ給湯器等２６機器

（新規追加案） 窓、断熱材 等

民生部門の省エネ対策

※トップランナー制度：エネルギーの消費機器の製造・輸入事業者に対
し、３～１０年程度先に設定される目標年度において高い基準（トップラ
ンナー）を満たすことを求め、目標年度になると報告を求めてその達成
状況を国が確認する制度。

電力ピーク対策

省エネ法の改正について

平成２５年の通常国会において、民生部門の省エネ対策及び電力ピーク対策の円滑
化を盛り込んだ省エネ法の改正案が成立（５月３１日公布）。

3



機密性○

２５年度補正予算
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２６年度予算






























